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春
の
叙
勲
を
2
名
が
受
章

　４
月
29
日
付
け
で
２
０
１
７
年
春
の
叙
勲
の
受
章
者
が

発
表
さ
れ
ま
し
た
。

　町
内
か
ら
は
2
名
の
方
が
受
章
さ
れ
ま
し
た
。
永
年
の

功
績
に
敬
意
を
表
し
、
ま
す
ま
す
の
ご
活
躍
を
祈
念
い
た

し
ま
す
。

（
順
不
同
・
敬
称
略
）

　二
輪
車
は
手
軽
な
移
動
手
段
で
す

が
、
わ
ず
か
な
油
断
が
生
命
に
か
か

わ
る
大
事
故
に
つ
な
が
り
か
ね
ま
せ

ん
。「
運
転
に

　ゆ
と
り
や
さ
し
さ

　

思
い
や
り
」
を
念
頭
に
置
き
、
無
謀

な
運
転
は
止
め
ま
し
ょ
う
。

・
活
動
し
や
す
く
、
肌
を
露
出
し
な

い
目
立
つ
服
装
を
心
が
け
ま
し
ょ

う
。

・
ラ
イ
ト
、
ブ
レ
ー
キ
、
タ
イ
ヤ
の

点
検
を
行
い
ま
し
ょ
う
。

・
他
の
ド
ラ
イ
バ
ー
か
ら
発
見
が
遅

れ
た
り
、
車
両
の
死
角
に
入
り
込

み
や
す
い
の
で
注
意
し
ま
し
ょ
う
。

　ま
た
、
二
輪
車
の
暴
走
行
為
は
、

騒
音
や
交
通
妨
害
と
な
る
だ
け
で
な

く
、
交
通
事
故
の
誘
発
や
傷
害
事
件

へ
の
発
展
な
ど
危
険
を
伴
う
深
刻
な

迷
惑
行
為
で
す
。
暴
走
行
為
を
許
さ

な
い
環
境
づ
く
り
に
ご
協
力
よ
ろ
し

く
お
願
い
し
ま
す
。

問
町
民
課

　☎
内
線
２
３
７

春
の
叙
勲

受
章
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す

問
政
策
課

　☎
内
線
２
１
３

▼
春
の
叙
勲

　旭
日
中
綬
章
（
産
業
振
興
功
労
）

　岡
本

　滿
夫
（
東
小
磯
）

　ア
マ
ダ
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス

　代
表
取
締
役
会
長
兼
C
E
O

※
ご
本
人
の
希
望
に
よ
り
、

　ご
紹
介
の
み
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　
▼
危
険
業
務
従
事
者
叙
勲

　瑞
宝
単
光
章
（
警
察
功
労
）

　髙
橋

　國
男
（
馬
場
）

　元

　神
奈
川
県
警
部
補

二
輪
車
交
通
事
故
防
止
運
動

暴
走
族
追
放
運
動
　
　
実
施
中

　新
倉
孝
太
郎
さ
ん
（
大
磯
）
が
４
月
に
満
百
歳
の
お

誕
生
日
を
迎
え
ら
れ
ま
し
た
。

　こ
れ
か
ら
も
、
健
康
に
留
意
さ
れ
、
元
気
に
過
ご
さ

れ
ま
す
よ
う
お
祈
り
い
た
し
ま
す
。

問
福
祉
課

　☎
内
線
３
１
６

　多
年
に
わ
た
り
戦
没
者
遺
族
の
援
護
に
貢
献
し
た
功

績
が
認
め
ら
れ
、
土
方
庸
禎
さ
ん
（
月
京
）
と
眞
壁
克

典
さ
ん
（
生
沢
）
が
、
県
知
事
よ
り
表
彰
さ
れ
ま
し
た
。

　今
後
ま
す
ま
す
の
ご
活
躍
を
祈
念
い
た
し
ま
す
。

問
福
祉
課

　☎
内
線
３
１
４

平
成
29
年
度
神
奈
川
県
戦
没
者

　
　
　遺
族
援
護
事
業
功
労
者
表
彰

百
歳
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す

　旧
吉
田
茂
邸
は
４
月
１
日
に
一

般
公
開
を
開
始
し
、
公
開
か
ら
18

日
目
に
あ
た
る
４
月
20
日
に
観
覧

者
数
１
万
人
を
達
成
し
ま
し
た
。

大
磯
町
郷
土
資
料
館
本
館
が
観
覧

者
数
１
万
人
を
達
成
し
た
の
は
、

開
館
か
ら
65
日
目
で
し
た
の
で
、

本
館
と
比
較
し
て
極
め
て
早
い

ペ
ー
ス
で
の
達
成
で
す
。

　１
万
人
目
観
覧
者
は
平
塚
市
に

お
住
い
の
邑
石
洋
子
さ
ん
で
し

た
。
邑
石
さ
ん
に
は
、
記
念
品
と

し
て
、
町
長
直
筆
の
「
決
断
」
の

書
や
、
企
画
展
「
吉
田
茂
―
そ
の

生
涯
と
大
磯
―
」
図
録
、
オ
リ
ジ

ナ
ル
ク
リ
ア
ー
フ
ァ
イ
ル
等
を
贈

呈
い
た
し
ま
し
た
。

旧
吉
田
茂
邸

観
覧
者
数
１
万
人
達
成
！

問
郷
土
資
料
館

　☎（
61
）４
７
０
０

　旧
吉
田
茂
邸

　☎（
61
）４
７
７
７

▲土方庸禎さん▲眞壁克典さん▲新倉孝太郎さん

観覧者１万人目の邑石さんと町長

5 45

【
税
額
・
税
率
】

　平
成
29
年
度
か
ら
、
国
民
健
康
保

険
税
の
税
額
・
税
率
を
次
の
よ
う
に

改
定
し
ま
す
（
表
１
）。

　お
支
払
い
は
、
納
め
忘
れ
の
少
な

い
口
座
振
替
の
ご
利
用
を
！

【
軽
減
額
の
拡
大
】

　国
民
健
康
保
険
加
入
世
帯
の
前
年

中
の
所
得
が
一
定
額
以
下
の
世
帯
に

つ
い
て
、
一
世
帯
に
か
か
る
平
等
割

や
一
人
当
た
り
に
対
す
る
均
等
割
の

軽
減
の
範
囲
を
、
次
の
よ
う
に
拡
大

し
ま
す
（
表
２
）。

※
軽
減
は
、
前
年
の
所
得
に
応
じ
て

適
用
さ
れ
る
た
め
、
所
得
の
申
告
を

し
な
い
と
適
用
さ
れ
ま
せ
ん
。
必
ず

申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

問
町
民
課

　

　☎
内
線
２
７
４
・
２
７
５

　国
民
年
金
第
１
号
被
保
険
者
は
、

毎
月
の
保
険
料
を
収
め
て
い
た
だ
く

必
要
が
あ
り
ま
す
が
、
申
請
に
よ
り
、

日
本
年
金
機
構
か
ら
承
認
を
受
け
る

と
保
険
料
の
免
除
、
納
付
猶
予
が
受

け
ら
れ
ま
す
。
申
請
方
法
等
の
詳
細

は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

申
請
で
き
る
方

・
収
入
の
大
幅
な
減
少
や
失
業
等
に

よ
り
、
経
済
的
に
保
険
料
を
納
め
る

こ
と
が
困
難
な
方

申
請
期
間

　平
成
29
年
７
月
〜
平
成
30
年
６
月

　

そ
の
他

　免
除
等
の
申
請
は
２
年
１
か
月
前

ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て
申
請
が
で
き
ま

す
が
、
申
請
し
た
か
ら
と
い
っ
て
必

ず
承
認
さ
れ
る
と
は
限
り
ま
せ
ん
。

問
平
塚
年
金
事
務
所
国
民
年
金
課

　☎
（
22
）
１
５
１
５

　町
民
課

　☎
内
線
２
６
８

　特
定
健
康
診
査
は
、
生
活
習
慣
病

の
発
症
や
重
症
化
の
予
防
を
目
的
と

し
て
い
ま
す
。

　受
診
方
法
は
、
町
内
の
医
療
機
関

で
行
う
「
施
設
健
診
」
と
、
保
健
セ

ン
タ
ー
、
国
府
小
学
校
で
行
う
「
集

団
健
診
」
の
２
種
類
が
あ
り
ま
す
。

　ま
た
、
特
定
健
康
診
査
と
同
時
に

が
ん
検
診
な
ど
も
受
け
ら
れ
ま
す
。

　対
象
者
の
方
に
は
5
月
下
旬
に
受

診
券
を
お
送
り
し
ま
す
の
で
、
内
容

を
ご
確
認
の
う
え
お
申
し
込
み
く
だ

さ
い
。

　特
定
健
康
診
査
は
、
あ
な
た
の
健

康
状
態
を
知
る
大
切
な
健
診
で
す
。

毎
日
を
健
康
で
過
ご
す
た
め
に
、
ぜ

ひ
こ
の
機
会
に
受
診
し
ま
せ
ん
か
。

※
受
診
時
に
大
磯
町
国
民
健
康
保
険

に
加
入
さ
れ
て
い
な
い
方
は
受
診

で
き
ま
せ
ん
。

問
町
民
課

　☎
内
線
２
７
４

《
大
磯
町
国
民
健
康
保
険
加
入
の
40
歳
〜
74
歳
の
方
へ
》

特
定
健
康
診
査
を
受
け
ま
し
ょ
う！

７
月
３
日
か
ら
平
成
29
年
度
国
民

年
金
の
保
険
料
免
除
・
納
付
猶
予

制
度
の
申
請
受
付
が
始
ま
り
ま
す

　町
民
課

　☎
内
線
２
６
８

平
成
29
年
度
か
ら
国
民
健
康
保
険

税
の
税
額
・
税
率
が
変
わ
り
ま
す

（表１）国民健康保険税の税額・税率表 ◎改正条例適用：平成29年４月１日より

医療分 後期高齢者支援金分※1 介護納付金分※2

所得割 資産割 均等割 平等割 所得割 均等割 所得割 均等割

平成29年度 5.7％ － 22,000円 27,000円 2.5% 11,000円 2.1% 11,500円

前年度比 0.1ﾎﾟｲﾝﾄ増
10.0ﾎﾟｲﾝﾄ減

廃止※3 1,600円増 2,000円増 0.3ﾎﾟｲﾝﾄ増 1,100円増 0.3ﾎﾟｲﾝﾄ増 1,500円増

※1 後期高齢者支援金分とは、後期高齢者医療制度を支援していくために75歳未満の加入者にご負担いただく
支援金のことです。

※2 介護納付金分は、40歳～64歳の加入者にご負担いただく介護保険料のことです。
※3 平成29年度から、医療分に計上されていた資産割は、廃止されます。

（表２）低所得世帯に対する軽減額

軽減割合 世帯主、加入者及び特定同一世帯所属者の前年中の所得の合計額

７割軽減 33万円以下

５割軽減
33万円＋27万円×加入者・特定同一世帯所属者の数　　以下

　　　　　（下線部前年比変更有：平成28年度26.5万円）　　　

２割軽減
33万円＋49万円×加入者・特定同一世帯所属者の数　　以下

　　　　　（下線部前年比変更有：平成28年度48万円）

※特定同一世帯所属者とは、同じ世帯において国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した方です。
※原則として、世帯の所得が上記の表により算出された金額を上回った場合、軽減の対象とはなりません。

特定健診で見つけられる可能性がある疾病（一例）
疾病名 疾病について 検査項目

１．糖尿病
インスリンというホルモンの低下によって高血糖が慢性的に続く病

気。自覚症状がないまま合併症を併発する可能性が高い。

血液検査

尿検査

２．高尿酸血症（痛風）
何らかの原因で血液中の尿酸が正常値を超えて高くなる状態。痛風

は高尿酸血症の合併症の一つ。
血液検査

３．慢性腎臓病
糖尿病、高血圧、慢性腎炎などが原因となり、腎臓の異常が続く状態。

初期には自覚症状がほとんどない。

血液検査

尿検査


